
久喜市ねんりんピック推進事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この告示は、久喜市において開催されるねんりんピック彩の国さいたま

２０２６の開催の準備及び大会の運営を円滑に推進するため、ねんりんピック

彩の国さいたま２０２６久喜市実行委員会（次条において「実行委員会」とい

う。）に対し、久喜市ねんりんピック推進事業補助金（以下「補助金」とい

う。）を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。 

２ 補助金の交付に関しては、久喜市補助金等の交付に関する規則（平成２２年

久喜市規則第５９号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この告示

の定めるところによる。 

 （補助対象者） 

第２条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、久喜

市において開催されるねんりんピック彩の国さいたま２０２６の開催の準備及

び大会の運営を行う実行委員会とする。 

（補助対象事業及び経費） 

第３条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）及び経

費（以下「補助対象経費」という。）は、別表に掲げるとおりとする。 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、補助対象経費の全額とし、予算の範囲内で市長が定める

額とする。 

（交付申請） 

第５条 規則第６条第１項の申請書の様式は、ねんりんピック推進事業補助金交

付申請書（様式第１号。次項において「交付申請書」という。）のとおりとす

る。 

２ 交付申請書には、規則第６条第２項第１号及び第２号に掲げる事項に関する

書類の添付は要しないものとし、同項第３号に規定する市長が定める事項に係



る書類は、次のとおりとする。 

 （１） 事業計画書 

 （２） 事業収支予算書 

（３） その他市長が必要と認める書類 

（交付決定） 

第６条 規則第９条第１項の交付決定通知書の様式は、ねんりんピック推進事業

補助金交付決定通知書（様式第２号）のとおりとする。 

（補助対象事業の変更等） 

第７条 規則第１１条第１項の申請書の様式は、ねんりんピック推進事業補助金

変更（中止・廃止）承認申請書（様式第３号）のとおりとし、次に掲げる書類

を添付するものとする。 

（１） 事業計画書（変更後） 

（２） 事業収支予算書（変更後） 

（３） その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、規則第１１条第３項の規定により補助金の交付決定を変更し、又は

取り消したときは、ねんりんピック推進事業補助金変更交付決定（取消）通知

書（様式第４号）により補助対象者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第８条 規則第１３条の報告書の様式は、ねんりんピック推進事業補助金実績報

告書（様式第５号。次号において「実績報告書」という。）のとおりとし、次

に掲げる書類を添付するものとする。 

（１） 事業実績報告書 

（２） 事業収支決算書 

（３） その他市長が必要と認める書類 

２ 実績報告書の提出期限は、補助対象事業の完了後３０日を経過する日又は補

助金の交付の決定のあった日の属する会計年度の３月３１日のいずれか早い日



とする。 

（補助金額の確定） 

第９条 規則第１４条の規定による通知は、ねんりんピック推進事業補助金額交

付確定通知書（様式第６号）により行うものとする。 

（補助金の請求） 

第１０条 前条に規定する通知を受領した補助対象者が、補助金の交付を受けよ

うとするときは、ねんりんピック推進事業補助金交付請求書（様式第７号）を

市長に提出するものとする。 

（概算払の請求） 

第１１条 補助対象者は、規則第１６条ただし書の規定により補助対象事業の完

了前に補助金の交付を受けようとするときは、ねんりんピック推進事業補助金

概算払請求書（様式第８号）により市長に請求するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による請求を受けた場合において、適当と認めるときは、

交付の決定をした額の範囲内において、補助金を交付することができる。 

（書類等の保管） 

第１２条 規則第２０条の規定により整備した書類、帳簿等は、補助対象事業の

完了の日の属する会計年度の翌会計年度から起算して５年間保管しなければな

らない。 

（その他） 

第１３条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市

長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、公布の日から施行する。 

（この告示の失効） 

２ この告示は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日まで



に交付が決定された補助金については、この告示の規定は、同日後も、なおそ

の効力を有する。 



別表（第３条関係） 

補助対象

事業 

（１） ねんりんピック彩の国さいたま２０２６の開催の準備

に係る事業 

（２） ねんりんピック彩の国さいたま２０２６の大会の運営

に係る事業 

補助対象

経費 

以下の項目に係る経費 

（１） 会議の運営 

（２） 計画の策定 

（３） 競技会等準備・運営の調査 

（４） 必要な備品の購入 

（５） 競技会等の運営 

（６） 競技用具等の整備 

（７） 競技役員等の養成及び編成 

（８） 関係機関・団体の活動支援 

（９） リハーサル大会の運営 

（１０） 競技会場・練習会場等の整備 

（１１） 広報・啓発の推進 

（１２） 環境美化活動の推進 

（１３） 案内・表示の整備 

（１４） 衛生・救護等の計画普及・体制確立 

（１５） 競技会関係者等の宿泊体制整備 

（１６） 競技関係者等の輸送・交通対策 

（１７） 臨時職員の賃金等 

（１８） その他補助対象事業の実施に要する経費 

 



様式第１号（第５条関係） 

 

ねんりんピック推進事業補助金交付申請書 

 

年  月  日   

 久喜市長    あて 

 

               事務所の所在地              

 

               団体名 

 

代表者職・氏名           

 

 

 ねんりんピック推進事業補助金の交付を受けたいので、久喜市補助金

等の交付に関する規則第６条第１項の規定により下記のとおり申請し

ます。 

 

記 

 

 １ 交付申請額  金          円 

 

 ２ 事業の開始（予定）年月日     年   月   日 

   事業の完了（予定）年月日     年   月   日 

 

 

 ３ 添付書類 

 （１） 事業計画書 

 （２） 事業収支予算書 

 （３） その他市長が必要と認める書類 

 



様式第２号（第６条関係） 

 

ねんりんピック推進事業補助金交付決定通知書 

 

久 第    号  

年  月  日  

 

           様 

 

久喜市長        印  

 

    年  月  日付けで申請のあった久喜市ねんりんピック

推進事業補助金について、下記のとおり交付することに決定したの

で、久喜市補助金等の交付に関する規則第９条第１項の規定により通

知します。 

 

記 

 

１ 交付決定額   金          円 

 

２ 注意事項 

（１） 補助対象事業の内容を変更（軽微な変更を除く。）しようと

するときは、市長の承認を受けること。 

（２） 補助対象事業を中止し、又は廃止するときは、市長の承認を

受けること。 

（３） 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象

事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、指示を

受けること。 



様式第３号（第７条関係） 

 

ねんりんピック推進事業補助金変更交付（中止・廃止）申請書 

 

年  月  日  

 

久喜市長    あて 

 

事業所の所在地   

 

団体名      

 

代表者職・氏名 

 

     年  月  日付け久  第    号で交付決定のあった

久喜市ねんりんピック推進事業補助金について、下記のとおりその内容

を変更（中止・廃止）したいので、久喜市補助金等の交付に関する規則

第１１条第１項の規定により関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 交付申請額  変更前  金          円 

         変更後  金          円 

 

２ 変更（中止・廃止）の内容及び理由 

 

 

３ 添付書類 

（１） 事業計画書（変更後） 

（２） 事業収支予算書（変更後） 

（３） その他市長が必要と認める書類 

 



様式第４号（第７条関係） 

 

ねんりんピック推進事業補助金変更交付決定（取消）通知書 

 

久 第     号  

年  月  日  

 

           様 

 

久喜市長          印   

 

 

年  月  日付けで申請のあった補助対象事業の変更（中止・

廃止）について、下記のとおり交付決定を変更した（取り消した）ので、

久喜市補助金等の交付に関する規則第１１条第３項の規定により通知

します。 

 

記 

 

１ 交付決定を変更します。 

補助金交付決定額   変更前   金        円 

 

              変更後   金        円 

 

２ 交付決定を取り消します。 

   理由 



様式第５号（第８条関係） 

 

ねんりんピック推進事業補助金実績報告書 

 

年  月  日   

 

久喜市長    あて 

 

事務所の所在地   

 

団体名    

 

代表者職・氏名   

 

   年  月  日付け久  第    号で交付決定の通知を受け

た久喜市ねんりんピック推進事業補助金について、補助対象事業が完了

したので、久喜市補助金等の交付に関する規則第１３条の規定により下

記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 交付決定額    金         円 

 

２ 事業開始年月日      年   月   日 

  事業完了年月日       年   月   日 

 

３ 添付書類 

（１） 事業実績報告書 

（２） 事業収支決算書 

（３） その他市長が必要と認める書類 



様式第６号（第９条関係） 

 

ねんりんピック推進事業補助金額交付確定通知書 

 

 久 第   号  

年  月  日  

 

           様 

 

 久喜市長         印   

 

     年  月  日付けをもって実績報告のあった久喜市ねん

りんピック推進事業補助金について、久喜市補助金等の交付に関する規

則第１４条の規定により下記のとおりその額を確定したので通知しま

す。 

 

記 

 

交付確定額     金             円 



様式第７号（第１０条関係） 

 

ねんりんピック推進事業補助金交付請求書 

 

年  月  日   

 

 久喜市長    あて 

 

事務所の所在地  

 

団体名   

 

代表者職・氏名  

 

電話番号 

 

   年  月  日付け久 第   号で確定通知を受けた久喜市ね

んりんピック推進事業補助金について、下記のとおり請求します。 

 

記 

 

１ 請求金額     金         円 

 

２ 振込先 

 金融機関 

銀  行 

信用金庫 

組  合 

農  協 

本 店 

支 店 

出張所 

預金種別 普通・当座 口座番号  

フリガナ  

口座名義人  

 



様式第８号（第１１条関係） 

 

ねんりんピック推進事業補助金概算払請求書 

 

年  月  日   

 

 久喜市長    あて 

 

事務所の所在地  

 

団体名   

 

代表者職・氏名  

 

電話番号 

 

年  月  日付け久 第   号で交付決定の通知を受けた久喜市ね

んりんピック推進事業補助金について、概算払による交付を受けたいので、久

喜市ねんりんピック推進事業補助金交付要綱第１１条第１項の規定により下記

のとおり請求します。 

 

記 

 

１ 交付決定額      金         円 

 

２ 請求金額       金         円 

 

３ 振込先 

 金融機関 

銀  行 

信用金庫 

組  合 

農  協 

本 店 

支 店 

出張所 

預金種別 普通・当座 口座番号  

フリガナ  

口座名義人  
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